
（第18460号）東 京 都 公 報令和8年1月6日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
（
三
件
）
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
一
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
千
住
新
宿
町
線

二

指
定
す
る
区
間

足
立
区
東
綾
瀬
一
丁
目
二
十
三
番
一
地
先
か

ら
同
区
東
和
一
丁
目
千
九
十
六
番
四
地
内
ま

で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年1月6日（火曜日）東 京 都 公 報（第18460号） ２



（第18460号）東 京 都 公 報令和8年1月6日（火曜日）３

◉
東
京
都
告
示
第
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
一
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
言
問
大
谷
田
線

二

指
定
す
る
区
間

足
立
区
綾
瀬
二
丁
目
二
番
八
地
先
か
ら
同
区

谷
中
二
丁
目
五
番
二
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和8年1月6日（火曜日）東 京 都 公 報（第18460号） ４



（第18460号）東 京 都 公 報令和8年1月6日（火曜日）５



令和8年1月6日（火曜日）東 京 都 公 報（第18460号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
一
月
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠
路
線
名

都
道
飯
田
橋
石
神
井
新
座
線

㈡
指
定
す
る
区
間

練
馬
区
石
神
井
町
五
丁
目
八
百
十
二
番
一
地

内
か
ら
同
区
石
神
井
台
一
丁
目
八
百
番
一
地

内
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠
路
線
名

都
道
下
石
神
井
大
泉
線

㈡
指
定
す
る
区
間

練
馬
区
石
神
井
町
五
丁
目
千
五
十
番
三
地
先

か
ら
同
所
八
百
六
番
六
地
内
ま
で

㈢
指
定
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



（第18460号）東 京 都 公 報令和8年1月6日（火曜日）７



令和8年1月6日（火曜日）東 京 都 公 報（第18460号） ８

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


